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8. 物資流動調査の施策実施状況の整理 

過年度までの検討を踏まえながら、HP 等に公開されている資料整理、自治体への

ヒアリング、有識者からの意見収集等をもとに、国・自治体等が実施・検討している

物流施設立地、物流ネットワーク、端末物流、防災等に関する施策を調査し、施策の

効果や課題についてとりまとめ、次期物資流動調査に向けた論点・課題等の整理を行

った。 

 

8.1  近年の物流動向 

第５回東京都市圏物資流動調査の結果公表（2015 年 12 月）後、毎年実施してきた

東京都市圏の物流動向のフォローアップの結果を総括することに加え、2020 年度に

新たに生じた新型コロナウィルス感染症の感染拡大による物流への影響等を確認し

た。第５回東京都市圏物資流動調査の実施後に、物流を巡る動向として何が変化した

のか等を整理した。 
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8.1.1  第５回東京都市圏物資流動調査実施時  

前回の第５回東京都市圏物資流動調査（2015 年度公表）では、実態調査の結果に

基づき、「物流コスト削減への要請」、「消費者ニーズへの対応」、「トラックドライバ

ーの不足」、「災害時の対応」、「国際化への対応」といった動向変化が、企業の物流活

動（物流施設の立地、物資の輸送）に影響を及ぼしているという整理を行った。  

たとえば、「物流施設の立地」に着目すると、在庫圧縮のために物流施設の集約・

統廃合が進んでいることに加え、Ｅコマースの普及に伴って大量の通販商品を扱う

ための大型の物流施設の立地需要が高まっていることや、災害リスクの分散のため

物流施設の分散立地の意向が存在すること、トラック運転手不足に対応するため中

継・積替拠点といった新たな立地需要が生じていることを整理した。 

「物資の輸送」に関しても、コスト削減のため大型貨物車利用、高速道路利用が

進んでいるが、これらがトラック運転手不足により加速していること、モーダルシ

フト等の動きも見られること、災害時の対応として代替経路の検討を行う等の動き

が出始めていることを整理した。  

 

 

図 8-1 第５回東京都市圏物資流動調査（2015 年度公表）当時の物流の状況  

出典：東京都市圏の望ましい物流の実現に向けて（2015.12；東京都市圏交通計画協議会） 
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以下、第５回東京都市圏物資流動調査以降の物流動向の変化について、「 (1)物流業

界の労働力不足」「(2)消費者ニーズの高度化・多様化」「(3)働き方改革の進展」「(4)企

業同士の連携・協調」「(5)新技術の活用の進展」「(6)大規模災害への備え」「(7)新型コ

ロナウィルス感染症の感染拡大」の７つの観点に着目して整理する。 

 

(1)  物流業界の労働力不足（トラックドライバーの不足）  

1)  トラック運送事業者の人手不足感  

（公社）全日本トラック協会の調査によると、トラック運送業界において人手が不

足していると感じている企業の割合は約 7 割程度と高止まりしている。  

ただし、2020 年は新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、物流需要が減少

したため、一時的に人手不足感は後退している。 

 

 

図 8-6 人手が不足していると感じている企業の割合  

出典：（公社）全日本トラック協会 
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4)  売上高物流コスト比率の下げ止まり 

売上高物流コスト比率の経年推移は近年下げ止まり傾向にある。物流業界におけ

る人手不足の深刻化が、人件費をはじめとする物流コストの増加要因となり、物流コ

ストの下げ止まりを起こしていると考えられる。  

 

 

図 8-8 売上高物流コスト比率の経年推移  

出典：2019 年度物流コスト調査報告書 

（2019;公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会） 
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5)  物流事業者による物流コストの引上げ要望 

物流事業者による物流コストの引上げ要望の有無を見ると、9 割以上の荷主企業が

値上げに対する要望があったと回答している。特に輸送費、荷役費に対する値上げの

要望が多い。トラック運転手、物流施設内の作業員の不足が輸送費、荷役費の値上げ

要望を招いていると考えられる。  

 

 

図 8-9 値上げ要請の有無  

出典：2019 年度物流コスト調査報告書 

（2019;公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会） 

 

 

図 8-10 値上げに応じたコストの種類（複数回答）  

出典：2019 年度物流コスト調査報告書 

（2019;公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会）  
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(2)  消費者ニーズの高度化・多様化 

1)  BtoC－EC 市場規模の拡大 

Ｅコマースの普及に伴い、BtoC の EC 市場規模は年々拡大を続けている。2010

年と 2019 年の市場規模を比較すると 2.5 倍以上の拡大となっている。 

 

図 8-11 BtoC－EC 市場規模の経年推移  

出典：電子商取引に関する市場調査（2020;経済産業省） 

 

2)  CtoC－EC 市場規模の拡大 

フリマアプリ等の普及に伴って、CtoC の EC 市場規模も 2018 年から 2019 年にか

けて 10％程度の増加となっている。2019 年の CtoC の EC 市場規模は BtoC の EC

市場規模の 9％程度に相当している。  

 

図 8-12 CtoC－EC 市場規模の経年推移  

出典：電子商取引に関する市場調査（2020;経済産業省）  
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(3)  働き方改革の進展 

1)  トラック運送業界の長時間労働の状況  

トラック運送事業者の年間労働時間の平均値の経年推移を見ると中小トラック運

送事業者、大型トラック運送事業者ともに全産業と比較して長時間労働が定着して

いる実態が示されている。  

 

図 8-19 年間労働時間の推移  

出典：賃金構造基本統計調査（厚生労働省） 

 

トラック運送事業者の所定外労働時間を他産業と比較すると、中小トラック運送

事業者、大型トラック運送事業者ともに、トラック運送業の労働者の所定外労働時間

は全産業の所定外労働時間の２～３倍と非常に多い。 

 

図 8-20 平均所定外同労時間の比較  

出典：厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」ほかより国土交通省作成  
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(4)  企業同士の連携・協調の進展 

1)  共同輸配送の取組の増加  

トラック運送業界においては、人手不足の中、物資の輸配送を効率化するべく、複

数の事業者同士が共同で荷物を運送することにより、トラックの積載率を向上させ

る共同輸配送の取組が多く見られるようになっている。  

たとえば、ヤマト運輸、日本通運、西濃運輸、日本郵便の４社は、首都圏、中京圏、

近畿圏の宅配貨物の幹線輸送について、ダブル連結トラックを活用した共同輸送を

実施している。４社は、この取組によって、CO2 排出量が年間 216.5t 削減され、ト

ラック運転手の運転時間が年間 9,157 時間削減されることを見込んでいる。 

 

図 8-23 ダブル連結トラック  

出典：国土交通省平成 31 年 3 月 28 日 

 

また、オフィスを対象として、プリンターのトナーなどの端末輸送を行うキヤノン

やリコーなど事務機器メーカーをはじめとする約 15 社が機器の共同配送にかかる実

証実験を開始している。早期の本格開始を目指しており、実現すれば使用するトラッ

ク台数は 3 分の 1 以下になるとされている。  
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3)  中継輸送の取組 

長距離トラック運転手の長時間労働を削減するため、これまで一人の運転手が実

施していた長距離の輸送を、複数の運転手、トラックに分割して行う中継輸送の取組

も見られるようになっている。  

具体的に事例としては、イオングローバル SCM、花王が実施している中継輸送（ト

レーラー・トラクター方式）等がある。 

中継輸送によって、トラック運転手の拘束時間を１日に短縮でき、日帰りが可能と

なるなど、労働環境を改善する効果があるとされている。また、回送便が削減される

ことで、実車率向上、二酸化炭素排出量の削減が実現するとされている。 

 

 

図 8-26 中継輸送の取組 

出典：中継輸送の取組事例集 国土交通省自動車局貨物課 令和２年１月 

    https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001325036.pdf  
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4)  大手コンビニ３社の駐車場共同利用  

荷捌きにおいても企業同士の連携の取組が見られている。  

たとえば、セブンイレブン・ジャパン、ファミリーマート、ローソンの大手コンビ

ニ３社は、店舗配送用車両の駐車場を共同利用することを合意し、1 月 15 日（火曜

日）から運用を開始している。 

 

 

  

「店舗配送用車両の駐車場共同利用」は、セブン‐イレブン、ファミリーマー

ト、ローソンのいずれか複数社の店舗が近接する場所において、駐車場
を共同利用する方法。これにより、リーズナブルかつ確実に駐車場を確保
することが可能となり、持続的な店舗配送物流の維持に役立つ。
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(5)  新技術の活用 

1)  トラック隊列走行の実証実験 

国は、長距離トラック輸送の省人化・効率化を目的として、高速道路においてトラ

ック隊列走行の実証実験を実施している。2022 年以降、高速道路（東京～大阪間）

における後続車無人隊列走行システムの商業化を目指している。  

 

 

図 8-28 トラック隊列走行  

出典：国土交通省：「トラック隊列走行の状況と課題 」 

 

 

図 8-29 官民 ITS 構想・ロードマップ  

出典：官民 ITS 構想・ロードマップ 2020  
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2)  物流施設の機械化・無人化  

物流施設内のオペレーションを自動化・機械化するため、ロボットや無人搬送車等

を施設内に導入する事例が出ている。また、物流施設内の荷役等を自動化する自動倉

庫を導入する企業も多く出始めている。  

特に、物流施設内の作業員の雇用が難しい都市圏の郊外部において、物流施設の自

動化・機械化を進める事例が多く見られる。 
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3)  自動運転車両による宅配の実証実験 

ヤマト運輸㈱、ディー・エヌ・エーは、神奈川県藤沢市の一部地域において、2017

～2018 年に、荷物の保管ボックスを車内に設置した専用 EV 車両（自動運転可）を

使用して、宅配便を荷物の受け手が希望する日時・場所で引き渡すオンデマンド型の

配送サービスの実証を実施している。 
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4)  ビックデータを活用した端末輸送の配送経路の最適化  

佐川急便㈱は、スマートメーター（電力）のデータを用いた AI による住民の不在

予測を行うことで、宅配の再配達を削減するとともに、宅配車両の配送経路を最適化

する技術の実証を行っている。こうした技術が普及すると、中心市街地や住宅市街地

における貨物車の端末輸送が効率化され、都市環境も向上する効果が見込まれる。  
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5)  宅配ロボットの導入 

最近、宅配ロボットを活用した荷物の搬送の自動化・少人化の取組も試行されてい

る。ZMP、三菱地所、楽天などの各社が様々な地域において、宅配ロボットによる公

道走行や配送サービス提供の実証実験を実施している。 
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6)  ドローン配送の実証 

端末輸送の手段としてドローン配送も注目されている。特に、過疎地への配送手段、

災害時の配送手段としての活用が想定されている。こうした中で、ヤマト運輸㈱は、

ベルヘリコプター（米）との共同により、空の輸送モードの構築を目指すべく、ドロ

ーンの開発を行っている。  
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図 8-35  2019 年の豪雨発生直後における支援物資供給  

出典：第１回 2020 年代の総合物流施策大綱に関する検討会 

（2020；農林水産省・経済産業省・国土交通省）  
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4)  サプライチェーンの複線化・多重化 

新型コロナウィルス感染症の感染拡大の初期においては、物資の輸出入が停滞し、

一部のメーカーの操業停止・減産等の影響により、物資のサプライチェーンに混乱が

生じた。 

こうした影響を踏まえ、企業においては、複数企業からの部品調達などサプライチ

ェーンの多元化・複線化、在庫の積み増し等の対応を検討している例が多く見られて

いる。また、感染拡大防止の観点から、倉庫の自動化を検討する企業も見られている。  
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2)  トリップ長・トリップ数の変化  

作成した OD データをもとに、トリップ長の分布をみると、トリップ長分布に大

きな変化はなく、平均トリップ長も概ね横ばい傾向にあることが分かる。他方、ト

リップ数の分布をみると、2016 年以降、トリップ数が少ない車両の比率がわずかに

増加し、トリップ数が多い車両の比率がわずかに減少していることなどが分かる。 

 

 

図 8-40 大型貨物車等のトリップ長及びトリップ数分布の変化  
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8.1.4  まとめ 

第５回東京都市圏物資流動調査（2015 年度公表）以降、物流サービスの供給の担

い手である企業、物流サービスの需要者である消費者ともに、物流を巡る環境や状況

が大きく変化している。 

企業においては、人手不足による物流サービスの供給能力の低下への懸念が顕在

化しており、都市に住む人々の活動や企業活動にとって不可欠な物資を、持続的かつ

安定的に都市に届けるための物流機能の維持が大きな課題になっている。  

こうした中で、企業は、幹線・支線・端末の物流において、他社との協働や新技術

の活用を通じて、限られたリソースを有効活用することにより、物流の効率化・サー

ビス維持を図ろうとしている。こうした企業の物流活動の現れとして、物流施設立地、

物資輸送、端末物流にも様々な変化が生じている。  

消費者においては、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響もあり、在宅勤

務・リモート会議をはじめとする働き方、ネット通販の普及に伴い買い物・外出行動

など、生活様式に様々な変化が生じている。これに伴い、物資の最終届け先が商業地・

業務地から居住地にシフトし、居住地周辺に集中する物流量が増加している可能性

がある。 

以上の変化を踏まえ、人々のニーズや利便性を支える物流サービスの維持、企業の

物流活動の効率化等を支えるべく、土地利用、交通など都市計画の観点からの施策の

方向性等を考えていく必要がある。  
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参考：E コマース系物流施設の都心部への進出 

アマゾンジャパンの首都圏における物流センターの立地状況を整理すると、2020

年に急速に増加していることがわかる。  

アマゾンジャパンの物流施設には、フルフィルメントセンター（FC）と呼ばれる

大型物流施設と、デリバリーステーション（DS）と呼ばれる配送デポの２種類があ

るが、特にデリバリーステーションは都心部への立地も見られる。たとえば、東京都

豊島区、千葉県柏市のデリバリーステーションの上空写真をみると、立地場所の近隣

には住宅等も見られる。 
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8.2.3  最近の国における主要な動き  

(1)  総合物流施策大綱に関する検討会提言(2020 年 12 月公表) 

総合物流施策大綱は、物流施策の総合的・一体的な推進を図るための中期ビジョン

である。次期大綱に向けて物流 DX や物流標準化の推進によるサプライチェーン全

体の徹底した最適化、労働力不足対策と物流構造改革の推進、強靭で持続可能な物流

ネットワークの構築を軸とした提言が行われた。  

提言の中には、端末物流対策など都市交通施策に関連した内容も含まれている。  

 

 

図 8-48 我が国が直面する課題と今後の物流施策  

出典：2020 年代の総合物流施策大綱に関する検討会提言（2020 年 12 月 23 日公表）参考資料 
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(2)  物流総合効率化法の改正  

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律（物流総合効率化法）は、流通業

務（輸送、保管、荷さばき及び流通加工）を一体的に実施するとともに、「輸送網の

集約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送の合理化により、流通業務の

効率化を図る事業に対する計画の認定や支援措置等を定めた法律である。 

2016 年に物流総合効率化法が改正され、物流業界の人手不足の深刻化を踏まえて、

２以上の者が連携した物流効率化、環境負荷低減、省力化の取組に支援対象が拡大さ

れた。 

 

 

図 8-49 物流総合効率化法の改正  

出典：物流総合効率化法ホームページ（国土交通省） 
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(3)  重要物流道路制度  

平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、国土交通大臣が物流上重

要な道路輸送網を「重要物流道路」として計画路線を含めて指定し、機能強化や重点

支援を実施している。 

既に供用中区間が指定されており、引き続き事業中・計画中区間の指定について検

討中である。 

 

 

図 8-50 重要物流道路制度  

出典：重要物流道路の概要（国土交通省） 
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(4)  特車通行許可不要区間  

重要物流道路のうち、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指

定した区間に限定して、「特車通行許可不要区間」を指定している。 

道路を通行する車両の制限値を引き上げることにより、一定の要件を満たす国際

海上コンテナ車（40ft 背高）の特殊車両通行許可が不要となった。 

 

 

図 8-51 特車通行許可不要区間  

出典：特車通行許可不要区間の概要（国土交通省） 

  



8-58 

 

 

(5)  立地適正化計画  

国土交通省は、人口の急激な減少と高齢化を背景に、我が国の都市における今後の

まちづくりは、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重

要であるとの認識のもと、2014 年に都市再生特別措置法を改正し、立地適正化計画

制度を創設した。 

市町村が都市全体の観点から居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公

共交通の充実等に関する立地適正化計画を作成し、同計画に基づいて自治体・民間が

行う事業に対する国による支援措置が整えられている。  

市町村は、都市計画区域内に立地適正化計画区域を定め、立地適正化計画区域内に

「都市機能誘導区域」「居住誘導区域」の２つの区域と、都市機能誘導区域内に立地

を誘導すべき「誘導施設」を定めた上で、誘導施策を検討することとされている。  

立地適正化計画制度では、誘導施設に物流に関連した施設が含まれていない。したが

って、物流に関連した施設の誘導に関する言及はない。  

ただし、市区町村が都市機能誘導区域内に定めることができる駐車場配置適正化

区域における駐車場配置に関しては荷さばき駐車施設に関する言及がある。また、居

住誘導区域外で定めることができる居住調整区域においても産業系用地での住宅立

地抑制に関連した言及がある。  
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＜誘導施設の例＞ 

• 病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小

規模多機能型居宅護事業所、地域包括支援センターその他の高齢化の中で必要

性の高まる施設  

• 子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所

等の子育て支援施設、小学校等の教育施設  

• 集客力がありまちの賑わいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や集会施

設、スーパーマーケット等の店舗や銀行等のサービス業を営む商業施設  

• 行政サービスの窓口機能を有する市役所等の行政施設  

 

1)  駐車場配置適正化区域について  

市町村は、都市機能誘導区域内に、駐車場配置適正化区域(歩行者の移動上の利便

性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域 )を定め、特例措

置を活用して、地区内の駐車場配置適正化施策を講じることができる。  

例えば、附置義務駐車場の集約化を図ることも可能であり、荷さばき駐車施設も、

物流業務の効率低下に留意しつつ、集約化することは可能とされている。  

 

 

図 8-53 附置義務駐車場の集約化  

出典：「立地適正化計画作成の手引き」（国土交通省；2018.4） 
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2)  居住調整区域について  

市町村は、居住誘導区域外での住宅の立地を抑制するために、市街化区域内の居住

誘導区域外に、居住誘導区域を定め、居住調整区域での施設開発を開発許可の対象と

することも可能である。 

居住誘導区域外の工業系用途地域に物流施設が集積している場合に、当該地域を

居住調整区域に定めることで、住宅の立地を抑制することが可能と考えられる。  

 

 

図 8-54 居住調整区域イメージ  

出典：「立地適正化計画作成の手引き」（国土交通省；2018.4） 

 

 

図 8-55 居住調整区域の例  

出典：「立地適正化計画作成の手引き」（国土交通省；2018.4） 
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荷さばき駐車場にかかる施策については以下のような考え方が示されている。 

① 荷さばき駐車場の整備に当たっては、その駐車需要を適切に把握し、需要に応

じた適切な駐車場を整備する必要がある。特に、荷さばき需要の大きい一定規

模以上の建築物については附置義務駐車場制度により、その確保を推進するこ

とが望ましい。 

② 附置義務駐車場条例の対象とならない小規模な建築物が多く立地している地域

については、地区内の大規模駐車場に設けられた荷さばき駐車場の共用化、空

地等を活用した共用荷さばき駐車場の設置等の多様な手法を活用することが望

ましい。 

③ 荷さばき駐車場の共用化等は駐車場から目的地への運送距離の増加や歩行者と

の錯綜等により作業効率の低下等を招く可能性があるため、運送事業者との協

力体制等の地域の実情を踏まえた検討が必要である。 

 

 

図 8-57 荷さばき駐車場整備のイメージ  

出典：国土交通省「まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン（基本編）」 
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8.2.4  まとめ 

第５回東京都市圏物資流動調査に基づき提言された施策（物流施設の立地支援、物

流ネットワークの構築、端末物流対策、防災対策）は、都県・政令市・基礎自治体等

による実施例が存在している。  

ただし、例えば、「物流施設の立地支援」では、市街化調整区域や居住地と近接し

た場所への物流施設の立地が進んでいると考えられるエリアもあり、土地利用上の

課題が懸念される。また、「物流ネットワークの構築」においては、ドライバー不足、

消費者ニーズの多様化・高度化に伴い、中継輸送、共同輸配送、モーダルシフトなど

物資の輸送方法が変化している中で、物資の発着地、中継輸送拠点、共同配送センタ

ー、港湾などの物流拠点を円滑に結びつけるネットワークが引き続き必要である。ま

た、中心市街地では歩行者の回遊性を高めながら荷捌きへの対応も引き続きの課題

となっている。以上のことから第５回調査でとりまとめた施策課題は今なお残って

おり、今後も実態・課題の把握は必要である。  

また、8.1 節で整理したように、E コマースの普及に伴い、近年は、住宅市街地内

での貨物車の集中量が増加していると考えられる。第５回調査ではあまり注目して

こなかった住宅地側での貨物車対策、空間利用、端末物流対策等の検討も今後も重要

になると考えられる。  

国においても総合物流施策大綱、物流総合効率化法の改正、重要物流道路制度の創

設など、物流に関連した様々な施策や検討が進んでいる。2020 年 12 月に公表され

た総合物流施策大綱に関する検討会提言では、物流 DX、働き方改革等がキーワード

に上げられ、国の物流施策の方向性が示されている。次期物流調査での検討において

は、こうした国の施策動向についても注視が必要である。  
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2)  第 2 回東京都市圏物資流動調査（S57）の構成 

実態調査は、Ａ票（事業所概要調査）、B 票（貨物車運行調査）、C 票（物資流動調

査）の３部構成となっている。 

物資発着系事業所（いわゆる荷主）と物資中継系事業所（運送業）に区別して調査

を実施。C 票は物資発着系事業所（荷主）のみに調査しており、物資の純流動を把握

することが調査の目的となっている。  

 

表 8-19 第２回東京都市圏物資流動調査（S57）の構成  

 

  

分類 調査対象

調査の構成
※〇…調査する、×…調査しない

事業所概要
調査票

貨物車運行
調査票

物資流動調査票

搬出物資
調査

搬入物資
調査

A票 B票 C1票 C2票

一般地
区事業
所調査

一般事業所調査 農林漁業、鉱業、製造業、卸売業、小
売業、電気・ガス・水道業、サービス業

〇 〇 〇 〇

建設業事業所
調査

事業所調査 建設業 〇 〇 〇 〇

工事現場調査 ― ― 〇 〇

倉庫業事業所調査 倉庫業 〇 〇 〇 〇

輸送中継事業所調査 道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、
運輸に付帯するサービス業

〇 〇 × ×

ターミナ
ル地区
事業所
調査

港湾地区調査 物資発着系事業所
調査

東京、横浜、川崎、千葉、鹿島、木更津、
横須賀

〇 〇 〇 〇

輸送中継系施設調
査

○ ○ × ×

工業団地・卸売
団地・流通業務
団地調査

※悉皆

物資発着系事業所
調査

工業団地・卸売団地：
各都県市に１～２か所ずつ
流通業務団地：

平和島、板橋、足立

○ ○ 〇 〇

輸送中継系施設調
査

○ ○ × ×

鉄道貨物駅調査 ※悉皆 ○ ○ × ×

空港調査 ※悉皆 ○ ○ × ×
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3)  第 2 回東京都市圏物資流動調査（S57）の調査項目  

第 2 回東京都市圏物資流動調査の調査項目は、以下の通りである。  

 

表 8-20 第２回東京都市圏物資流動調査（S57）の調査項目  

 

  

調査票 設問 調査項目

A票

（事業所概要）
①事業所の概要 事業所名、所在地（住所）、従業者数、敷地の占有・共有、敷地面積、延床面積

②物資の入出荷 物資の販売・購入・商取引の有無、物資の入出荷の有無、主要物資の重量当り単価

③施設規模 施設分類別面積

④離れた場所に
ある物流施設

所在地（住所）、敷地面積、施設分類、施設規模

⑤保蔵量 品目別保蔵量 ※石油・ガス等のエネルギー関連品目の保蔵量（体積）

⑥廃棄物処理 廃棄物の処理方法

⑦自動車使用台数 車種別・自営別の常時使用している台数、車種別・自営別の調査日に物資を運搬した台数

B票

（貨物車運行）
①貨物車の概要 調査日の運行有無、ナンバープレート、車種、車体形式、自営区分、営業用車の用途（路線運行、路線集配、区域積合せ、等）

②貨物車の動き

出発地・目的地（住所・業種・施設分類）
卸した品物（卸しの有無・品目・重量・積込み地点）
積んだ品物（積込みの有無・品目・重量）
出発時刻・到着時刻
有料道路・フェリーの利用（利用の有無・乗降インターチェンジ名）

運行目的

C1票

（搬出物資流動）

―

搬出物資（品目、重量、物資の種類）
搬出施設（住所、業種、施設分類）
到着地（住所、業種、施設分類）
運行頻度
伝票上の取引先と物資の送り先の相違有無
出発時の輸送手段（輸送手段、自営区分、延べ台数）
出発時の運搬形態
最初の中継地（直送or積替え、中継場所の施設分類、中継場所の名称）
到着地までの主な輸送手段

所要時間

C2票

（搬入物資流動）

―

搬入物資（品目、重量、物資の種類）
搬入施設（住所、業種、施設分類）
発送地（住所、業種、施設分類）
運行頻度
伝票上の取引先と物資の送り元の相違有無
到着時の輸送手段（輸送手段、自営区分、延べ台数）
到着時の運搬形態
最終の中継地（直送or積替え、中継場所の施設分類、中継場所の名称）
発送地からの主な輸送手段

所要時間
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4)  調査結果に基づく提案施策  

 ＜物流拠点の配置計画＞ 

第３回物流調査（H６）では、検討の成果として、下図に示すような 17 箇所の物

流拠点計画が提案された。  

 

 

図 8-60 物流拠点の配置計画（第３回東京都市圏物資流動調査（H6）） 

出典：東京都市圏総合都市交通体系調査報告書 平成６年物資流動調査 ※第３回調査報告書 

  

no 拠点

① 東京西南部

② 横浜

③ 川崎

④ 神奈川湘南

⑤ 神奈川中央

⑥ 埼玉中央

⑦ 埼玉東部（越谷）

⑧ 埼玉西部

⑨ 埼玉北東部

⑩ 埼玉北西部

⑪ 千葉

⑫ 千葉京葉

⑬ 千葉東葛

⑭ 成田

⑮ 千葉西南部

⑯ 茨城南西部

⑰ 茨城南東部
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4)  調査結果に基づく提案施策  

 物流施設立地に関する施策  

 ＜物流施設の立地状況＞ 

主に本体調査である事業所機能調査の物流施設の立地データを利用して、広域物

流施設の立地誘導、住宅との土地利用混在の回避、市街化調整区域でのバラ立ちの抑

制等の土地利用施策について検討している。  

 

図 8-64 物流施設の立地状況  

出典：東京都市圏の望ましい物流の実現に向けて（東京都市圏交通計画協議会） 

 

図 8-65 物流施設の立地件数  

出典：東京都市圏の望ましい物流の実現に向けて（東京都市圏交通計画協議会）  
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 ＜提言施策＞ 

調査結果のデータを利用して、広域物流拠点の立地誘導に関する施策が検討され

ている。 

 

 

図 8-66 広域物流拠点の立地誘導に関する施策イメージ  
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 端末物流に関する施策  

 ＜端末物流対策の手引きの公表＞ 

12 のケーススタディ地区での端末物流調査の調査結果を利用して、端末物流対策

に現場で取り組む主体である市区町村に向けた端末物流対策の手引きを作成・公表

している。 

 

図 8-70 調査対象地区（第５回調査）  

 

図 8-71 調査内容（第５回調査）  
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端末物流対策の手引きには、端末物流に関する様々な施策メニューが整理されて

いる。 

 

 

図 8-72 端末物流対策  
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(2)  有識者からの意見収集  

8.1 節、8.2 節で整理した近年の物流動向、行政による施策動向を踏まえ、次期物

資流動調査で注目するべき論点や都市交通の施策課題、次期物資流動調査で調査す

るべき内容について、有識者からの意見収集を行った。  

なお、意見収集の際には(3)に示す調査企画の方向性も示しながら議論を行った。  

 

1)  意見交換会の開催  

以下の日時に意見交換会を開催し、有識者からの意見収集を実施した。  

 

日時：令和３年２月２４日(水) 16:00～18:00 

開催方法：リモート開催 

議事： 

（１）近年の新たな物流動向、行政による物流施策の動向  

（２）第６回東京都市圏物資流動調査に向けた課題や論点  

出席者： 

表 8-23 出席者 

所属 役職 氏名 

東京海洋大学海洋工学部流通情報工学科  教授 兵藤哲朗 

早稲田大学理工学術院創造理工学部社会環境工学科  教授 森本章倫 

東京大学大学院工学系研究科  教授 羽藤英二 

筑波大学大学院システム情報系  教授 岡本直久 

日本大学理工学部土木工学科  教授 大沢昌玄 

専修大学商学部  教授 岩尾詠一郎  

東京女子大学現代教養学部国際社会学科  教授 二村真理子  

東京大学大学院工学系研究科  教授 福田大輔 

宇都宮大学地域デザイン科学部社会基盤デザイン学科  准教授 長田哲平 

東京大学大学院工学系研究科  講師 川崎智也 

国土交通省  都市局  都市計画課 都市計画調査室 室長 筒井祐治 

 

 

2)  有識者からの意見  

 次ページ以降に有識者からの意見を整理した。  
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表 8-24 有識者からの意見（1/3） 
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表 8-25 有識者からの意見（2/3） 
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 ＜調査の方向性＞ 

上記を踏まえると、従来の物資流動調査で行ってきた検討も引き続き必要である。

したがって、これまでの物資流動調査（本体調査【事業所機能調査】、補完調査【企

業アンケート調査・企業ヒアリング調査・貨物車走行実態調査・端末物流調査】）の

調査内容も一定程度は必要と考えられる。 

ただし、調査にかかる予算制約もある中で、従来の物資流動調査の中で真に必要な

部分が何かを見極める必要がある。たとえば、端末物流調査は、第４回・第５回調査

では複数の地区を対象に実態調査を行ったが、次期物流調査でも同様の規模の調査

を行うか等は検討の余地がある。  
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 最近の動向変化から今後想定される新たな施策課題への対応 

 物流の需要サイドの変化（個人の消費スタイル変化に伴う高度な物流サービ

スのニーズ拡大）への対応 

人々の生活を豊かにし、利便性を高めるため、「必要な物を、必要な数量だけ、好

きな場所で、好きな時間に入手したい」という人々のニーズが増大している。また、

こうした人々のニーズを E コマースの普及が下支えしている。  

一方、E コマースの普及は、都市におけるモノの流れを大きく変化させている。例

えば、E コマースの普及は、宅配需要を増加させ、住宅地に集まる物流の増加を促し

ている。このことは、住宅市街地における交通容量の不足、居住環境の悪化、交通安

全の低下などの新たな都市交通の課題を引き起こす可能性がある。  

また、E コマースの普及に伴い、人々の商品発注が小口化することにより、物資輸

送の小口多頻度化が一層進み、住宅地に集まる貨物車交通の更なる増加を招く可能

性がある。例えば、店舗での買い物の場合には、個人は複数の商品を纏めて１回で購

入するため、交通量が１トリップで済んでいたものが、宅配の場合には、個人は商品

ごとに異なる物流事業者に届けてもらうことがあるため、交通量は数トリップにな

る可能性がある。  

さらに、特定時間帯（午前・夕方）における宅配車両の集中は、通勤・帰宅時間帯

の人流との錯綜を生じさせる可能性がある。また、宅配ボックス、コンビニなど荷物

の受取場所が多様化すると、宅配の届け先も多様化・細分化されるため、住宅地内で

の貨物車の走行量、駐車需要等が増加する可能性もある。  

 

 物流の供給サイドの変化（高度な物流サービスを実現するための企業行動の

変化）への対応 

需要サイドの変化に応じて、物流サービスを供給する企業の行動も変化すると考

えられる。このとき、企業は、トラック運転手が不足するなど限られたリソースの中

で物流を効率化する最善の行動を選択しようとする。 

例えば、最近、企業の中には、これまでにはあまり主流ではなかった輸送手段（軽

貨物車、EV、自転車、貨客混載等）を利用して、市街地内の狭い街路空間を見合っ

た輸送方法を選択している例が見られる。また、共同配送、ルート配送など、住宅地

に集まる貨物車の台数や走行距離を削減しようとする取組も見られる。市街地内に

配送デポを設置し、配送デポから着荷主までの配送・搬送については軽貨物車、自転

車、台車、人手等による環境にやさしい輸送手段を用いる取組も見られる。さらに、

市街地内に宅配ボックスを設置し、着荷主に荷物を届けるのではなく、取りに来ても

らうことも選択肢に含めた配送方法を採用する例も見られる。   
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 ＜調査の方向性＞ 

宅配需要の増加は市街地のまちづくりに大きな影響を及ぼす可能性がある。その

ため、需要サイド、供給サイドの両面から、宅配に着目した物流の実態・課題を捉え

ることが必要と考えられる。 

そのために、住宅地内にどれだけの宅配貨物（貨物車交通）が集まっているか【需

要】、それらがどのように運ばれているか【供給】を調査することも重要と考えられ

る。 

・需要サイド…個人・事務所（宅配の受け手）を対象として、宅配需要（例：宅配の

利用頻度、購入品数、購入品目、受取時間帯、受取場所等）、買い物・

その他目的の外出需要（買い物・その他目的の外出頻度、購入品数、

購入品目、購入時間帯、購入場所等）を調査し、個人属性別（年齢階

層別・性別）の宅配需要を定量的に把握  

・供給サイド…事業所機能調査の調査対象の業種区分に小売業・飲食店、宅配業、郵

便業を追加した上で、従来の事業所機能調査の調査項目に加え、個配

の荷物について配送エリア、配送先件数、荷物個数、配送回数、積載

率、輸送手段等を調査  

  










